
茨城県植物園等魅力向上対策基本設計業務委託特記仕様書 

 

（適用） 

第１条 本特記仕様書は、茨城県植物園等魅力向上対策基本設計業務委託に適用する。 

２ 本特記仕様書は、茨城県設計業務等共通仕様書（以下、「共通仕様書」という。）を補完す

る。 

 

（趣旨） 

第２条 茨城県植物園及び茨城県民の森（以下、植物園等）は、県民が自然に親しみつつ休養

し、自然に関して学習する場として設置した自然観察施設であるが、整備後 40 年以上が経

過し、今後増大が見込まれる施設の老朽化に伴う施設運営経費を県が負担し続けることは困

難であることから、民間アイデアを活用し、新たなコンセプトを導入することにより、当該

施設を魅力溢れるものに一新し、利用者の増加を図り、より持続可能な運営ができる施設へ

と転換する必要がある。 

そこで、民間の創意工夫や経営力を取り入れ、植物園等の魅力を向上させる付加価値を

つけるため、「茨城県植物園等施設整備基本計画」（以下、基本計画）を策定したところで

ある。 

  本業務では、基本計画の基本コンセプトである「緑に遊び、緑に包まれて眠る、日本初の

泊まれる体験型植物園」を具体化し、植物園等に県内外から集客が実現できる魅力的な施設

への再生に向けて必要となる、園内の総合プロデュース、空間デザイン、ロゴやサインデザ

イン及び新設や改修する施設の基本設計を業務委託するものである。 

 

（設計条件） 

第３条 この契約における設計条件は、以下のとおりとする。 

 （１）施 設 名 称：茨城県植物園、茨城県民の森 

 （２）所 在 地：茨城県那珂市戸 4369-1 ほか 

 （３）総敷地面積：植物園 約 135,000m2、県民の森 約 755,000m2 ※未利用地含む 

 （４）防 火 地 域：指定なし 

 （５）用 途 地 域：指定なし 

 （６）区 域 区 分：市街化調整区域 

 

（履行期間） 

第４条 履行期間は、契約締結日から令和 6 年 3 月 28 日(木)までとする。なお、本契約に係

る予算の繰越手続きが認められた場合には、別途協議により履行期間を変更する予定である。 

 

（業務内容） 

第５条 この委託業務における業務範囲は、以下のとおりとする。 

（１）敷地内デザイン等作成業務 

 ①総合プロデュース、空間デザイン 

  基本計画の基本コンセプトである「緑に遊び、緑に包まれて眠る、日本初の泊まれる体験

型植物園」と園内のリニューアルイメージに基づき、施設全体のゾーニングや、施設別の用

途・利用方法、施設から見る景観、施設のセキュリティ対策、施設内の照明・案内板や駐車



場の整備計画などを踏まえた植物園等全体の総合プロデュースと空間デザインを行う。 

②意匠デザインの作成 

植物園等の施設全体の調和や連動性も勘案した意匠デザインの作成を行う。 

 

（２）設計業務 

  設計業務は一般業務及び追加業務とし、対象となる工事は表１のとおりとし、内容及び

範囲は次のとおりとする。 

①一般業務 

一般業務は、令和 6年 1月 9日付け国土交通省告示第 8号(以下「告示」という。) 

別添 1第 1項に掲げるものとし、範囲は表２のとおりとする。 

なお、別表４に業務内容の補足を記載している。 

②追加業務 

追加業務は表３のとおりとする。 

  なお、別表４に業務内容の補足を記載している。 

 

【表１ 設計業務の対象】  

◇施設の新設工事にかかる基本設計 

名称 概要 構造等 

エントランス 

新築工事 

植物園入り口付近に、受付、ラウンジ、シ

ョップ機能を持ったエントランス棟を新設

する工事 

・敷地 A≒350 ㎡ 

・受付 30 ㎡程度 

・ラウンジ 60 ㎡程度 

・ショップ 20 ㎡程度 

・人数カウントセンサー設置 

温浴新築工事 
既存の沈床園エリアに、サウナ、レストラ

ンの機能を持った温浴施設を新設する工事 

・敷地 A≒1,500 ㎡ 

・浴室 460 ㎡程度 

・レストラン 150 ㎡程度 

・井水受水タンク 1 基 

・POS システム導入 

レストラン 

新築工事 

既存のバラ園付近に、日帰り利用者でも宿

泊利用者でも利用ができ、ガーデンウエデ

ィングの利用も想定したレストランを新設

する工事 

・敷地 A≒600 ㎡ 

・室内客席 200 ㎡程度 

・屋外客席 60 ㎡程度 

コテージ 

新築工事 

熱帯植物園前の広場及び常緑広葉樹園、ボ

タン園の周囲に、キッチン、リビング、ト

イレ、浴室を備えた宿泊ができるコテージ

を新設する工事 

・敷地 A≒3,400 ㎡ 

・床面積 50～70 ㎡程度 

・計 18 棟 

・リモートロック設置 

トイレ新築工事 
植物園利用者が使用するトイレを新設する

工事 

・敷地 A≒120 ㎡ 

・床面積 30m2 程度 

・計 2 棟 

◇既存施設の改修工事にかかる基本設計 

熱帯植物館 

改修工事 

現在、熱帯・亜熱帯の植物を展示している

熱帯植物館にテイクアウトができるカフェ

やサウナ等の機能を追加する改修工事 

・建築面積 A=2,225 ㎡ 

・床面積 A=2,694 ㎡ 

・構造 SRC 造 

・平成 5 年（1993 年）竣工                                                                    



緑の相談室 

改修工事 

現在、庭木の管理や病害虫防除等に関する

相談を受け付けている緑の相談室をバーベ

キュー利用者への食材提供、資材提供の施

設に改修する工事 

・建築面積 A=166 ㎡ 

・床面積 A=166 ㎡ 

・構造 RC 造 

・昭和 54 年（1979 年）竣工 

◇構造物設置及び造園工事 

ボタニカル 

ウォール 

エントランス棟及び温浴施設等の壁面の一

部に壁面緑化の装置を設置する工事 

・エントランス棟正面 1面 

・温浴施設壁面 1面 

グランピング 

エリア 

植物園中心部にある芝生や岩石園付近にグ

ランピングのウッドデッキ及び施設利用者

が遊べる場所を整備する工事 

・敷地 A≒70,000 ㎡ 

・計 27 基 

バーベキュー 

エリア 

現在の植物造形園付近にバーベキュー場を

整備する工事 

・敷地 A≒600 ㎡ 

・1グループ 10 席程度 

・計 300 席程度 

アクティビティ

エリア 

県民の森エリア（森のカルチャーセンター

周辺）に、ツリーアドベンチャーや芝すべ

り等のアクティビティ施設を整備する工事 

・敷地 A≒40,000 ㎡ 

ハーブガーデン 

既存の沈床園エリア（温浴施設新築工事の

エリアを除く）にハーブを主体としたガー

デンを整備する工事 

・敷地 A≒800 ㎡ 

園路整備 
エントランスから温浴施設を結ぶ園路及び

園路沿いのガーデンを整備する工事 

・L=30m 程度 

・W=3m 程度 

 

 

【表２ 一般業務範囲】 

業務内容 業務概要 

(1)設計条件

等の整理 

(ⅰ)条件整理 

耐震性能や設備機能の水準など建築主から提示されるさ

まざまな要求その他の諸条件を設計条件として整理す

る。 

(ⅱ）設計条件の変更

等の場合の協議 

建築主から提示される要求の内容が不明確若しくは不適

切な場合若しくは内容に相互矛盾がある場合又は整理し

た設計条件に変更がある場合においては、建築主に説明

を求め又は建築主と協議する。 

(2)法令上の

諸条件の調査

及び関係機関

との打合せ 

(ⅰ)法令上の諸条件

の調査 

基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令及

び条例上の制約条件を調査する。 

(ⅱ）建築確認申請に

係る関係機関との打

合せ 

基本設計に必要な範囲で、建築確認申請を行うために必

要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 

(3)上下水道、ガス、電気、通信等の

供給状況の調査及び関係機関との打

合せ 

基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガ

ス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて

関係機関との打合せを行う。 

(4)基本設計

方針の策定 

(ⅰ)総合検討 

設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じ

て、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討し、

その上で業務体制、業務工程等を立案する。 

(ⅱ）基本設計方針の

策定及び建築主への

説明 

総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、建築

主に対して説明する。 



(5)基本設計図書の作成 
基本設計方針に基づき、建築主と協議の上、基本設計図

書を作成する。 

(6)概算工事費の検討 

基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本

設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、

工事費概算書(工事費内訳明細書、数量計算書等を除く)

を作成する。 

(7)基本設計内容の建築主への説明等 

基本設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や

進捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意向を

確認する。また、基本設計図書の作成が完了した時点に

おいて、基本設計図書を建築主に提出し、建築主に対し

て設計意図(当該設計に係る設計者の考えをいう。)及び

基本設計内容の総合的な説明を行う。 

 

 

【表３ 追加業務範囲】 

業務内容 業務概要 

外構計画の作成 
植物園等を構成している建築物や構造物と、それらの間をつな

ぐ園路や植栽などの空間デザインを行い、外構計画を作成する。 

植栽・造園計画の作成 

園内の植栽について、開花時期や省力化が図れる維持管理、ラ

ンニングコスト等を考慮したガーデンデザインと植栽計画の作

成を行う。 

透視図の作成 施設毎の透視図を作成する。 

給排水設備等の検討及び図面

の作成 

施設を整備するに当たって必要な給排水設備等の検討を行い、

図面を作成する。 

測量の実施及び図面の作成 
基本設計を作成するに当たって必要な測量を実施し、図面を作

成する。 

実施設計発注に係る発注図書

の作成支援 
実施設計の発注に係る必要な発注仕様書等の作成を支援する。 

 

 

【表４ 基本設計業務委託の範囲の補足】 

業務内容 業務概要 該当工事 

計画に関する周辺状

況調査 

敷地及び周辺状況の調査 全部 

 関係法令の調査、関係官公署との協議 全部 

 施設管理者の要望及び施設利用条件の整理 全部 

敷地内調査・測量 
植物園等で使用可能な水道水以外の地下水、用水等の賦存

量調査、水質調査 
全部 

 排水設備や浄化槽の処理能力と劣化状況調査 全部 

 電気設備、水道設備等の調査 全部 

 台帳と既存建物や設備・機械等の突合 全部 

 敷地の高低差、各地点レベル調査、測量及び結果のまとめ 全部 

計画・検討 計画の経済性、安全性、機能性の比較検討  

 使用材料(性能、耐久性、市場性)の比較  



 耐震仕様の検討(構造計画) 建築構造 

 主要機器の概算容量の検討  

 キュービクルの仕様検討  

 環境対策、省エネ、省資源、リサイクルの検討  

サイン計画の立案 

ユニバーサルデザインに配慮し近隣施設等との統一感を考

慮した敷地内及び建物内のサインデザイン、サイン位置の

立案 

 

工事スケジュール等

の作成 
工事スケジュールの作成  

工事費概算書の作成 施設別の概算  

 

（３）補足 

  設計に当たっては県産木材の利用に努めること。 

  なお、想定している施設全体の整備額は約 30 億円である。（実施設計、各種申請、施工管

理等の費用を含む。） 

  ※物価上昇の継続や設計段階での工事内容の精査などを想定し、工事費は余裕をもって提

案すること。 

 

（工程関係） 

第６条 受託者は、本業務の受託後、速やかに監督員及び指定管理者又は指定管理者の指定す

る者（以下、「指定管理者等」という。）と打合せを行い、茨城県植物園等施設整備基本計画

のイメージやコンセプトについて十分に理解した上で業務に当たること。また、適宜打合せ

を行い、必要に応じて助言を受けること。 

２ 受託者は、指定管理者等と作業時間や作業工程について十分に協議すること。 

 

（使用する規定等） 

第７条 この業務に使用する規定等は、本特記仕様書のほか、次に掲げるものとする。 

 （１）本業務の業務委託契約書 

 （２）共通仕様書 

 

（貸与または支給する物品及び資料等） 

第８条 茨城県が貸与または支給する物品及び資料等は、次の表のとおりとする。 

品 名 数 量 摘 要 

茨城県植物園等施設整備基本計画 一式  

 

（打合せ協議） 

第９条 この業務における打合せ協議は、当初、中間、成果品納入時の計 3回とする。 

２ 打合せ事項は打合せ書にとりまとめ、その都度監督員に提出するものとする。 

 

（安全管理） 

第 10 条 受託者は、現場での作業に際して、業務関係者のみならず、付近住民、通行者、通

行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。また、車道及び歩道等で作業を行う



場合は、監督員と協議のうえ必要に応じ交通整理員を配置すること。 
２ 現場作業中の安全を確保するため、作業従事者に安全用具（ヘルメット、安全靴等）を携

帯又は着用させること。 
３ 現場作業中は、必要に応じ表示板等を設置すること。 

 

（土地への立ち入り等） 

第 11 条 受託者は、業務を実施するため第３者が占有する土地に立ち入る場合、又は立木伐

採等を行う場合は、共通仕様書第 1116 条の 1 に基づき、監督員及び関係者と十分な協調を

保ち、業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により

現地への立ち入りが不可能となった場合には、直ちに監督員と協議し、その指示に従うこと。 

２ 前項における借地料、伐採その他の補償は、あらかじめ発注者が認めたものを除き、受託

者が負担するものとする。 

 

（植物等の伐除及び土地等の一時使用） 

第12条 受託者は、作業の実施にあたり、植物、かき、さく等の伐除または土地若しくは工

作物を一時使用する場合には、所有者等から共通仕様書第1116条第２項に基づく承諾を得

ていることを事前に監督員に確認すること。 

２ 前項において、所有者等に損失が生じた場合には、受託者が負担することとし、その他

の損失については、共通仕様書第1116条第３項に基づき、監督員と協議すること。 

 

（設計計画） 

第 13 条 設計計画は、設計図書に明示される事項及び貸与資料等を把握のうえ、設計条件の

整理・検討及び設計上の基本事項の整理・検討を行うものとする。 

 

（納入する成果品等） 

第 14 条 納入する成果物は下記のとおりとする。 

成果図書名称 

【デザイン】 

園全体の総合プロデュース説明書 

敷地案内図、平面図、立面図 

外構計画説明書 

造園・植栽計画説明書 

ロゴのグラフィックデザイン(シンボルマーク、ロゴタイプ)  

【基本設計図書】 

設計説明書 

法令調査報告書 

敷地調査報告書 

測量成果報告書 

基本設計図書(調査・協議書)(計画・検討書)(配置計画図)(工事費概算書) 

（電子納品対象業務） 

第 15 条 本業務は、電子納品の対象業務とする。 

２ 実施内容は以下のとおりとする。 



(1) 電子納品（電子情報交換） 

受発注者間の協議関係書類の通知及び提出を、適宜従来様式に基づく書類に代えて電子メ

ールにより行う。 

(2) 電子納品（成果品の電子化） 

  成果品について、電子媒体等で納品する。 

３ 電子納品の対象とする成果品の作成については、「茨城県電子納品ガイドライン」及び「土

木設計業務等の電子納品要領」に基づくこととする。なお、対象に写真帳、ＣＡＤ図面を含

む場合には、それぞれ「デジタル写真管理情報基準」、「ＣＡＤ製図基準」に基づき作成する

こととする。 

４ 成果品の提出は、電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）２部、製本１部を提出するものとする。ただし、

受発注者による協議のうえ、電子化しないこととした成果品の提出については、製本３部、

原図１式とする。 

５ 受託者は、電子納品に必要なハード及びソフト環境の整備を行うものとする。 

６ 納品物については、公共事業の円滑な執行を目的に、関係者（他の工事業者やコンサルタ

ント等）に貸与することがある。 

７ その他、電子納品に関する詳細な取り扱いについては、受発注者による協議のうえ、発注

者の指示に従うこと。 

 

（成果品等の手直し） 

第16条 受託者は、業務完了後に受託者の過失、粗漏に起因する不良箇所が発見された場合

には、監督員の指示により、訂正、補足その他の措置を行うこと。 

 

（その他） 

第17条 業務の実施にあたり、設計図書等に疑義を生じた場合は、速やかに監督員と協議の

うえ、その指示に従うこと。 


